
 

  
あなたの家は地震が来ても大丈夫？ 

近年、国内各地で大きな地震が発生しており、住宅の倒壊等による人命被害が多く発生していま

す。山口県においても、複数存在する活断層や切迫性が指摘されている南海トラフを震源とする地

震など、大きな地震が発生する可能性があります。 

耐 震 診 断 

 

 

 

耐震診断を希望される方に、無料で耐震診断

員を派遣します。 

・ 診断は、目視によるもの（一般診断法）にな

ります。破壊検査は行いません。 

無  料 

耐 震 改 修 工 事 

 

 

 

耐震改修工事に要する費用の一部を補助しま

す。 

・ 事前に耐震診断を行う必要があります。 

・ 耐震性を有していない住宅が対象です。 

補助額 耐震改修工事費の８０％ 

※上限額 １15 万円 

大切な家族や財産を守るため、まずは耐震診断で地震に対する強さを確認してみませんか？ 

耐震性能がない場合は、地震が起きた時に倒壊しないよう住宅の耐震化を考えてみてください。 

 

◇ 募集期間・募集戸数 

◎ 募集期間 ： 令和８年６月１日から 令和８年１０月３0 日まで 

◎ 募集戸数 ： 無料耐震診断 ５戸、 耐震改修補助 １戸 

◇ 対象となる住宅（すべての項目に該当するもの） 

◎ 一戸建て木造住宅（プレハブ住宅、丸太組工法は対象外）で、３階建て以下のもの 

◎ 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの 

◎ 町税を滞納していないこと 

※ 昭和５６年６月１日以降に増築をしている住宅は対象外となる場合があります。 

※ 土砂災害特別警戒区域内の住宅で耐震改修を行う場合は、土砂災害対策改修を併せて 

実施する必要があります。 

  耐震診断    検索  

和木町のホームページで検索！ 

和木町では、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、昭和５６年５月３１日以前（旧耐震基

準）に着工した一戸建ての木造住宅の無料耐震診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を補助す

る制度を行っています。 

※ 町の補助制度のほかに、税制や融資等においての優遇制度もあります。 

詳しくは町のホームページまたは山口県住宅課作成のチラシ「地震に強 

い住まいのために」をご確認ください。 

詳しくは和木町のホームページまたは以下の窓口にお問い合わせください。 

《窓 口》  和木町都市建設課  電話：０８２７－５２－２１９７ 

上限額がＵＰしました!! 


